
第２章 新しい資本主義に向けた改革
１．新しい資本主義に向けた重点投資分野
（４）グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）への投資
（略）

今後10 年間に150 兆円超の投資を実現するため、成長促進と排出抑制・吸収を共に最大化する効果を持った、「成長志向型カーボ
ンプライシング構想」を具体化し、最大限活用する。（略）

ライフスタイルの転換に向け、ポイント制度等を通じて消費者の意識・行動変容を促すほか、省エネルギー対策を含む規制的措置
の強化や省エネ住宅の購入・改修支援を含めたＺＥＨ・ＺＥＢ20等の取組を推進するとともに、森林吸収源対策等21を加速化する。
（略）

第３章 内外の環境変化への対応
１．国際環境の変化への対応
（４）食料安全保障の強化と農林水産業の持続可能な成長の推進
我が国の食料・農林水産業が輸入に大きく依存してきた中で、世界の食料需給等を巡るリスクが顕在化していることを踏まえ、生産

資材の安定確保、国産の飼料や小麦、米粉等の生産・需要拡大、食品原材料や木材の国産への転換等を図るとともに、肥料価格急騰へ

の対策の構築等の検討を進める。（略）

中山間地域等を含めた生産基盤の確保・強化、農山漁村の活性化に向け、スマート農林水産業の実装加速化、支援サービス事業の育

成等の推進、改正基盤法100による地域計画の策定、農地バンクを活用した農地の集積・集約化、担い手等の確保等の推進、デジタル

技術を活用した農山漁村の課題解決のための枠組みの創設を行う。（略）

再造林促進や林道等の生産基盤整備等を含む木材の安定的・持続的な供給体制の構築、ＣＬＴ101等の木材利用拡大を進める。
（略）

２．防災・減災、国土強靱化の推進、東日本大震災等からの復興
（防災・減災、国土強靱化）
（略）

近年の災害を踏まえ、盛土の安全確保対策の推進、災害に強い交通ネットワークの構築、豪雪時の道路交通確保対策の強化、建築物

の安全性向上、無電柱化等を推進するとともに、激甚化・頻発化する水害・土砂災害や高潮・高波への対策として、流域治水の取組
116を推進する。（略）

「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和4年6月7日閣議決定）（抜粋）

20 Net Zero Energy House 及びNet Zero Energy Building の略称。
21 建築物等における木材利用促進や、ブルーカーボン（海洋生態系によって吸収・固定される二酸化炭素由来の炭素）の取組を含む。
100 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第56 号）
101 Cross Laminated Timber の略称。直交集成板。ひき板を繊維方向が直交するように積層接着した重厚なパネル。
116 堤防・遊水地・ダム・砂防堰堤・下水道・ため池の整備、森林整備・治山対策、ダムの事前放流・堆砂対策等、内水対策等の事前防災対策、水害リスク

情報の提供及び災害リスクの高い土地の利用規制と併せた安全な土地への移転誘導、線状降水帯・洪水等の予測精度向上、最新の気象予測技術を活用し
たダム運用の高度化、グリーンインフラの活用等。
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